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資料 １ 



議員提出第１号議案 
 
 大阪府議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき

議員の数に関する条例一部改正の件 
 
 大阪府議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき

議員の数に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
 
 



大 阪 府 条 例 第    号  

大 阪 府 議 会 議 員 の 定 数 並 び に 選 挙 区 及 び 各 選 挙 区 に お い て 選 挙 す

べ き 議 員 の 数 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  
 大 阪 府 議 会 議 員 の 定 数 並 び に 選 挙 区 及 び 各 選 挙 区 に お い て 選 挙 す べ き 議 員 の 数

に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 三 年 大 阪 府 条 例 第 五 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る
。  

 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る
。  

附  則  

 こ の 条 例 は
、

次 の 一 般 選 挙 か ら 施 行 す る
。  

改 正 後  改 正 前  

  
（ 議 員 の 定 数 ） 

第 一 条  地 方 自 治 法（ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七

号 ） 第 九 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り
、

大 阪 府 議 会

議 員 の 定 数 を 七 十 九 人 と す る
。  

 
（ 選 挙 区 及 び 各 選 挙 区 に お い て 選 挙 す べ き 議 員

の 数 ） 

第 二 条  公 職 選 挙 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 号 ）

第 十 五 条 第 一 項 及 び 第 八 項 の 規 定 に よ り
、

大 阪

府 議 会 議 員 の 選 挙 区 及 び 各 選 挙 区 に お い て 選

挙 す べ き 議 員 の 数 を 次 の 表 の と お り 定 め る
。  

選 挙 区 の 名 称  選 挙 区 の 区 域  議 員 数  

（ 略） （ 略） （ 略） 

大 阪 市 住 吉 区  （ 略） 一  

（ 略） （ 略） （ 略） 

堺 市 堺 区  （ 略） 一  

（ 略） （ 略） （ 略） 

堺 市 北 区  （ 略） 一  

（ 略） （ 略） （ 略） 

吹 田 市  （ 略） 三  

泉 大 津 市
、

高 石 市

及 び 泉 北 郡  
（ 略） 一  

高 槻 市 及 び 三 島 郡  （ 略） 三  

（ 略） （ 略） （ 略） 

八 尾 市  （ 略） 二  

（ 略） （ 略） （ 略） 

箕 面 市 及 び 豊 能 郡  （ 略） 一  

（ 略） （ 略） （ 略） 

東 大 阪 市  （ 略） 四  

（ 略） （ 略） （ 略） 
 

（ 議 員 の 定 数 ） 

第 一 条  地 方 自 治 法（ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七

号 ） 第 九 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り
、

大 阪 府 議 会

議 員 の 定 数 を 八 十 八 人 と す る
。  

 
（ 選 挙 区 及 び 各 選 挙 区 に お い て 選 挙 す べ き 議 員

の 数 ） 
第 二 条  公 職 選 挙 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 号 ）

第 十 五 条 第 一 項 及 び 第 八 項 の 規 定 に よ り
、

大 阪

府 議 会 議 員 の 選 挙 区 及 び 各 選 挙 区 に お い て 選

挙 す べ き 議 員 の 数 を 次 の 表 の と お り 定 め る
。  

選 挙 区 の 名 称  選 挙 区 の 区 域  議 員 数  

（ 略） （ 略） （ 略） 

大 阪 市 住 吉 区  （ 略） 二  

（ 略） （ 略） （ 略） 

堺 市 堺 区  （ 略） 二  

（ 略） （ 略） （ 略） 

堺 市 北 区  （ 略） 二  

（ 略） （ 略） （ 略） 

吹 田 市  （ 略） 四  

泉 大 津 市
、

高 石 市

及 び 泉 北 郡  
（ 略） 二  

高 槻 市 及 び 三 島 郡  （ 略） 四  

（ 略） （ 略） （ 略） 

八 尾 市  （ 略） 三  

（ 略） （ 略） （ 略） 

箕 面 市 及 び 豊 能 郡  （ 略） 二  

（ 略） （ 略） （ 略） 

東 大 阪 市  （ 略） 五  

（ 略） （ 略） （ 略） 
 

  



提 案 理 由 
 
大阪府議会においては、平成 23年５月定例会において、定数 109

人から 88人へ 21人を削減する条例を可決したが、急激な社会環境

の変化を踏まえ、更なる定数削減により人口当たりの議員数比で全

国最小値の議員数となる条例案を提出し、議会改革を推進するもの

である。 

 


